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群
馬
県
家
畜
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染
病
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防
法
施
行
細
則
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一
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改
正
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る
規
則
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こ
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に
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
家
畜
伝
染
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予
防
法
施
行
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則
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定
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よ
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後
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定
に
基
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い
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提
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さ
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た
も
の
と
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す
。 

    

群
馬
県
土
地
改
良
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
日 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
十
四
号 

 
 
 

群
馬
県
土
地
改
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二
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第
八
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五
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二
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「
、
第
八
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五
条
の
二
第
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」
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。
）
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 群馬県住宅供給公社が前橋市営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。 

  令和８年３月１０日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告

する。 

  令和８年３月１０日 

                                              群馬県住宅供給公社 理事長 眞 庭 宣 幸   

１ 前橋市に代わって市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅供給公

 社 

２ １で定める者が管理を行う市営住宅等 前橋市営住宅設置条例（昭和３９年前橋市条例第６１号）別表第１に

掲げる市営住宅 

３ １で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

 請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 

４ １で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

 

 群馬県住宅供給公社が高崎市市営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。 

  令和８年３月１０日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告

する。 

  令和８年３月１０日 

                                              群馬県住宅供給公社 理事長 眞 庭 宣 幸   

１ 高崎市に代わって市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅供給公

 社 

２ １で定める者が管理を行う市営住宅等 高崎市市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年高崎市条例第

６２号）別表第１に掲げる市営住宅 

３ １で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

 請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 

４ １で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 群馬県住宅供給公社が館林市市営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。 

  令和８年３月１０日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告

■ 公  告 
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する。 

  令和８年３月１０日 

                                              群馬県住宅供給公社 理事長 眞 庭 宣 幸   

１ 館林市に代わって市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅供給公

 社 

２ １で定める者が管理を行う市営住宅等 館林市市営住宅設置条例（昭和３９年館林市条例第４５号）別表に掲

げる市営住宅 

３ １で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

 請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 

４ １で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 群馬県住宅供給公社が安中市市営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。 

  令和８年３月１０日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告

する。 

  令和８年３月１０日 

                                              群馬県住宅供給公社 理事長 眞 庭 宣 幸   

１ 安中市に代わって市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅供給公

 社 

２ １で定める者が管理を行う市営住宅等 安中市市営住宅等設置条例（平成１８年安中市条例第１８０号）別表

に掲げる住宅等 

３ １で定める者が行う市営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

 請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて市営住宅等の管理を行うこと。 

４ １で定める者が市営住宅等の管理を行う期間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

 

 群馬県住宅供給公社がみなかみ町営住宅及び共同施設の管理を行うことについて、次のとおり通知があった。 

  令和８年３月１０日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号。以下「法」という。）第４７条第２項の規定に基づき次のとおり公告

する。 

  令和８年３月１０日 

                                              群馬県住宅供給公社 理事長 眞 庭 宣 幸   

１ みなかみ町に代わって町営住宅及び共同施設（以下「町営住宅等」という。）の管理を行う者 群馬県住宅供

給公社 

２ １で定める者が管理を行う町営住宅等 みなかみ町営住宅管理条例（平成１７年みなかみ町条例第１９２号）
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別表に掲げる町営住宅 

３ １で定める者が行う町営住宅等の管理の内容 法第３章の規定（家賃の決定並びに家賃、敷金その他の金銭の

 請求、徴収及び減免に関することを除く。）に基づいて町営住宅等の管理を行うこと。 

４ １で定める者が町営住宅等の管理を行う期間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和８年３月１０日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 落札に係る業務名及び数量  群馬県立病院の感染性廃棄物収集運搬及び処分業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県病院局経営戦略課総務係 群馬県前橋市大手町一

丁目１番１号 

３ 落札者を決定した日 令和８年２月２０日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社群桐産業 群馬県太田市大原町７８番地１ 

５ 落札金額 ５９，６１８，５１５円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和８年１月６日 
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